
Ｉ

Ｋ

Ｇ

の 

 
旅

館

経

営

再

生

塾 

 
 

第

三

十

四

回 

 

Ｉ

Ｔ

投

資

は

今

が

チ

ャ

ン

ス

・

Ｉ

Ｔ

投

資

減

税

ご

存

知

？ 

 

執

筆

担

当

者 

 
 
 
 
 

飯

島

 

賢

二 

 

二

〇

〇

〇

年

十

一

月

に

成

立

し

た

「

Ｉ

Ｔ

基

本

法

」

で

は

、

五

年

以

内

に

世

界

最

先

端

の

Ｉ

Ｔ

国

家

を

目

指

す

と

宣

言

し

、

翌

年

「

ｅ

―

Ｊ

Ａ

Ｐ

Ａ

Ｎ

戦

略

」

と

名

付

け

た

政

策

プ

ロ

グ

ラ

ム

を

打

ち

出

し

て

い

る

。

こ

の

政

策

方

針

の

下

、

平

成

十

五

年

度

の

税

制

改

正

で

「

Ｉ

Ｔ

投

資

促

進

税

制

」

が

創

設

さ

れ

た

。

そ

の

骨

子

は

、

平

成

十

五

年

一

月

一

日

か

ら

同

十

八

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

、

パ

ソ

コ

ン

な

ど

一

定

の

Ｉ

Ｔ

関

連

設

備

等

を

取

得

し

て

、

国

内

の

事

業

用

に

使

っ

た

場

合

、 

・

 

取

得

価

額

の

一

〇

％

相

当

額

を

法

人

税

か

ら

控

除

す

る

（

税

額

控

除

）

か

、 

・

 

取

得

価

額

の

五

〇

％

相

当

額

の

特

別

償

却

の

い

ず

れ

か

を

選

択

適

用

で

き

る

と

い

う

も

の

で

あ

る

。 

 

今

回

の

改

正

の

特

徴

は

、

適

用

対

象

設

備

に

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

電

話

な

ど

の

最

新

鋭

の

設

備

が

認

め

ら

れ

た

上

、

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

で

も

対

象

可

能

と

な

っ

た

点

に

あ

る

。 

ま

た

、

資

本

金

三

億

円

以

下

の

企

業

に

関

し

て

は

、

税

額

控

除

の

対

象

に

リ

ー

ス

（

リ

ー

ス

料

金

総

額

の

六

〇

％

）

も

含

ま

れ

る

と

い

う

点

で

は

、

画

期

的

と

い

え

る

か

も

し

れ

な

い

。 

更

に

、

当

期

の

法

人

税

額

の

二

〇

％

相

当

額

を

限

度

と

し

、

控

除

限

度

超

過

額

に

つ

い

て

は

、

一

年

間

の

繰

越

が

で

き

る

点

も

、

大

変

あ

り

が

た

い

制

度

と

な

っ

て

い

る

。 

 

も

う

少

し

具

体

的

に

、

い

く

つ

か

の

ポ

イ

ン

ト

を

述

べ

て

み

る

。 

ま

ず

対

象

者

は

、

青

色

申

告

を

提

出

す

る

法

人

、

個

人

事

業

者

に

限

ら

れ

、

大

企

業

（

資

本

金

三

億

円

超

）

も

特

別

減

税

の

対

象

と

な

る

。

ま

た

、

減

税

の

価

額

基

準

が

あ

り

、

資

本

金

規

模

に

よ

り

、

大

企

業
・
中

堅
・
中

小

企

業

別

、

買

取

り

か

、

リ

ー

ス

か

に

よ

り

、

更

に

、

ハ

ー

ド

ウ

ェ

ア

・

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

別

に

、

対

象

商

品

の

最

低

価

額

が

決

め

ら

れ

て

い

る

の

で

、
注

意

が

必

要

で

あ

る

。 

そ

し

て

、

五

〇

％

の

特

別

償

却

に

す

る

か

、

一

〇

％

の

税

額

控

除

に

す

る

か

は

、

個

々

の

企

業

の

選

択

と

な

っ

て

い

る

。

た

と

え

ば

、

当

年

度

だ

け

の

節

税

を

考

慮

す

れ

ば

、「
特

別

償

却

」
、
長

期

的

に

判

断

し

た

場

合

は

「

税

額

控

除

」

…

と

言

う

よ

う

に

、

我

社

に

と

っ

て

ど

ち

ら

が

有

利

選

択

に

な

る

か

の

シ

ミ

ュ

レ

ー

シ

ョ

ン

を

、

し

っ

か

り

検

討

し

た

う

え

で

、

導

入

を

決

断

さ

れ

る

こ

と

、

肝

で

あ

る

。 

「

今

こ

そ

チ

ャ

ン

ス

・

Ｉ

Ｔ

投

資

！

」

… 

 

例

に

よ

っ

て

、

詳

細

は

「

貴

社

の

顧

問

税

理

士

」

に

ご

相

談

く

だ

さ

い

。 

 


